
令和６年第９回定例教育委員会 議事録 

 

１．日 時  令和６年９月２７日（金） １６時３０分開会 

                                       １７時３０分閉会 

 

２．場 所  長与町役場 ４階 第１委員会室 

 

３．出席者  教育長         金﨑良一 

       教育長職務代理者    古賀清彦 

       委 員         廣田敬子 

       委 員         仁田千都子 

       委 員         山本 淳 

４．会議に出席した職員 

       教育次長        宮司裕子 

       学校教育課理事     鳥山勝美 

       教育総務課長      久原和彦 

       生涯学習課長      中尾盛雄 

       教育総務課  係長      島 美紀 

        

５．会議日程 

開会 

日程第１ 会議録の承認について 

日程第２  報告 

日程第３ 議事  

  議案第 30 号 長与町就学支援委員会委員の委嘱についての専決処分の承認を求

めることについてについて 

  議案第 31 号 長与町教育文化功労、奨励表彰の選考について 

  議案第 32 号 長与町スポーツ表彰の選考について 

 

６．その他 

  

    閉会 

 

〇宮司教育次長 

皆さんこんにちは。 

定足数に達しておりますので、令和６年第９回定例教育委員会を開会いたし

ます。 

はじめに、金﨑教育長にご挨拶をお願いいたします。 

 



○金﨑教育長 

皆さんこんにちは。 

お忙しい中お集まり頂きましてありがとうございます。 

当初、総合教育会議が本日予定されていたんですけれども、延期というこ

とになりました。また後日開催することになるかと思いますが、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

まず、能登半島の豪雨災害に触れたいと思いますが、地震後の災害で大変

な映像がたくさん流れるんですけれど、映像を自分で直視がなかなかできな

くて、地震の後にこれが重なると、もうこの地域の皆様方はどんなお気持ち

で暮らしていらっしゃるのだろうと思いを持っても、そこに自分の思いは、

多分重なりきれないぐらい、災害が続くことがあるんだなと思います。 

亡くなられた方、そして、まだ不明の状況の方もいらっしゃるということ

で、お悔やみ、また、早めの発見があったらと思います。 

災害に遭われた方々にお見舞い申し上げ、１日も早い復旧復興がなされる

ことを願います。 

教育委員会の方では、もし被災された方が、こちらの方に転入されること

があれば、もう完全に１００％寄り添って、皆様方を受け入れるようにとい

うことで、心の準備はしている状況でございます。 

話は変わりますけれども、先日の９月議会が閉会いたしましたが、９月議

会では、廣田委員様におかれましては、またこの４年の任期ということでご

承認を受けました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

この１か月の間ですが、夏休みを１週間短縮しました。 

この理由は、度々申し上げさせていただきましたけども、不登校をできる

だけ増やさないというふうなことを目標に行いましたが、結果、思ったよう

な状況が出たかなと思っております。 

もちろんゼロにはなっておりませんが、かなりの成果は上がったのではな

いかととらえております。 

アンケートもとっておりますので、また必要があったらご紹介もさせて頂

きたいと思っています。 

そして、９月１２日にはあたらしい学校づくり検討委員会も開きました。 

また後ほど報告もあるかと思うんですけれども、非常に中身の濃い協議に

なりました。 

次回答申を頂くことになっていますが、非常にその内容を楽しみにしたい

と思っています。 

関連ですけれども、１０月２５日に義務教育学校の大町ひじり学園を訪問



することになっておりますので、またよろしくお願いをいたします。 

子どもたちの活動としまして、昨日高田中学校の学校祭がございまして、

私龍踊りまで見させていただいたんですが、躍動する子どもたち、そして

その先輩たちを見る子どもたちの視線、それを温かく見守る地域の方々、

保護者の方々、非常にいい雰囲気が、体育館の中にありました。 

まさに、地域と一体になった学校とはこういう雰囲気なのかなというこ

とを感じたところです。 

本日は報告に加えて議案が３件ございますが、ご審議よろしくお願いし

ます。 

なお、今後の予定といたしまして１０月３日、中総体の駅伝大会が諫早

の方で開催されます。 

また、１３日町民体育祭で、同日に、福山雅治さんのピーススタジアム

開業になるんでしょうか、それを記念したコンサートがありますけれど、

パブリックビューイングを町民文化ホールの方で開催をすることにしてお

ります。 

そして、１０月２０日ですが、長与小と高田小、北小学校の運動会です

ね、１０月１１日が二中祭、そして１０月２０日に上長与公民館まつりと

様々な行事がめじろ押しになっております。 

もしお時間がございましたら、足をお運び頂ければ大変ありがたいと思

っております。 

本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

○宮司教育次長 

次に、８月２３日に開催いたしました教育委員会の会議録につきましてご

承認をお願いいたします。 

ご承認頂けますでしょうか。 

ありがとうございます。 

令和６年第８回定例教育委員会議事録につきましては、承認されました。 

続きまして、次第４ 報告になります。 

教育行政８月２４日から本日までの報告でございます。 

１ページをお願いします。 

教育総務課では、９月２５日に教育長・校長合同研修会が県庁で開催され

ております。 

次に、学校教育課です。 

８月２６日に始業式が行われ、各小・中学校で２学期を迎えております。 

先ほど教育長も言われましたが、今年度より、夏休みが１週間短縮するこ

とで、２学期の初めの１週間を、午前中の３時間授業を行いました。 



緩やかにスタートすることで、児童生徒の長期休業中に乱れた生活リズム

を元に戻し、安定した登校につなげていきたいと考えております。 

今年度に関しましては、９月２９、３０日は、台風により臨時休業となり

ました。 

９月１２日、第３回長与町あたらしい学校づくり検討委員会が開かれまし

た。 

これまで行われた２回の検討委員会の議論をまとめたところ、４つに分類

することができました。 

１つ目が意義、教育の方針、目標等、２つ目が教育の内容、３つ目が教育

の方法、４つ目が学校の環境、地域コミュニティー等です。 

その中でご意見が余り交わされていなかった教育の内容について、主とし

て議論を行いました。 

１１月に第４回目を開催し、答申を頂く運びとなっております。 

最後に、生涯学習課です。 

９月１日には、町民ソフトボール大会を開催いたしました。 

前年度と同様に、大会の規模を縮小し、開催いたしましたが、天候にも恵

まれ、ソフトボールを楽しみながら参加された自治会皆様の親睦も深まった

ことと思います。 

９月１７日に長与町文化振興審議会並びに長与町スポーツ振興審議会があ

っております。 

スポーツ表彰、教育文化功労奨励表彰の候補者の審議をお願いし、教育委

員会に推薦がされております。 

この後の上程議案にて、委員の皆様にご審議頂ければと思います。 

以上が教育行政報告になります。 

次に、学校事故報告と委任事項の報告でございますが、学校事故の報告は

ございません。 

それから、委任事項につきましても、報告すべき重要事項等はございませ

んでした。 

以上で報告を終わります。 

これまででご質問等ございませんか。 

続きまして、次第５ 議事に移りたいと思います。 

議事の進行を金﨑教育長にお願いいたします。 

○金﨑教育長 

それでは議案第３０号 長与町就学支援委員会委員の委嘱についての専決

処分の承認を求めることについての提案理由の説明を求めます。 

宮司教育次長。 



○宮司教育次長 

議案第３０号 長与町就学支援委員会委員の委嘱についての専決処分の承

認を求めることにつきまして、提案理由を申し上げます。 

資料３ページからになります。 

長与町就学支援委員会委員の委嘱につきまして、長与町教育委員会教育長

事務専決規程第２条第１項の規定により、令和６年４月１日に専決処分いた

しましたので、同条第２項の規定により、承認を求めるものでございます。 

５ページに、委員名簿をつけております。 

今回長与町就学支援委員会委員に委嘱した方は２３名。 

任期満了によるもので、任期は令和６年４月１日から令和７年３月３１日

までの１年間でございます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○金﨑教育長 

今提案がありました議案第３０号について、質疑はございませんか。 

承認ということでよろしいでしょうか。 

承認と認めます。 

○宮司教育次長 

議案第３１号 長与町教育文化功労、奨励表彰の選考についてと、議案第

３２号 長与町スポーツ表彰の選考についてにつきましては、個人情報保護

の観点から、秘密会にてお願いしたいと思います。 

○金﨑教育長 

お諮りします。 

議案第３１号と議案第３２号の審議につきましては、個人情報保護の観点

から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条７項ただし書の規

定によりまして、非公開とすることでよろしいでしょうか。 

異議なしということですので、議案第３１号と議案第３２号の審議につき

ましては、秘密会とすることに決定いたしました。 

 

以下、秘密会のため、議案第３ １ 号と議案第３ ２ 号の審議にかかる

議事録は公開いたしません。 

 

○金﨑教育長 

お諮りします。 

これより秘密会を解除したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

異議なしと認めます。 



これより秘密会を解除します。 

全ての議事が終わりましたので、進行を事務局にお返しします。 

○宮司教育次長 

その他でございますが、委員の方から何かありませんか。 

事務局より何かありませんか。 

ないようであれば、これをもちまして、令和６年第９回定例教育委員会を

閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


